
自己評価について

　◎ … 達成できた

　〇 … 概ね達成できた

　△ … 達成はやや不十分

　✕  … 全く達成できなかった

第８期練馬区介護保険事業計画

「自立支援、介護予防又は重度化防止及び介護給付の適正化に関する取組と目標」

（令和４年度実績）



区分 テーマ（キーワード） 現状と課題
第８期における
具体的な取組

目標
（事業内容、指標等）

目標の評価方法 実施内容
自己評価

結果
自己評価

内容
課題と対応策

自立支援・介
護予防・重度
化防止

介護予防・健康づくり

　高齢者が要介護状態になること
を防ぎ、健康でいきいきと暮らし
続けるためには、元気なうちから
健康づくりや介護予防、フレイル
予防に取り組むことが重要であ
る。
　区は、介護予防を推進し、地域
で高齢者を支える体制を構築す
るため、地域と連携した介護予防
に取り組んでいる。
　高齢者が気軽に集い、介護予
防について学べる「街かどケアカ
フェ」を令和２年度までに 26 か所
開設した。出張型事業も合わせる
と年間で延べ７万人が来所する
場に発展している。
　地域団体や区民に身近な事業
者と連携して、身近な場所で健康
づくり・介護予防に取り組める環
境の整備を進めていく。

○「街かどケアカフェ」の充実
（地域が一体となって介護予防・フレ
イル予防に取り組む環境づくり）

①区立施設活用　２か所
②地域サロン活用
　９か所増（累計31か所）
③出張型街かどケアカフェ
　実施（27か所）

毎年度年２回（９月末の中間時
点、年度末時点）計画の進捗を
把握。実績を踏まえた課題と対
応策の考察を踏まえ、事業の達
成度や進捗を自己評価。

①区立施設活用
　５か所
②地域サロン活用
　28か所
③出張型街かどケアカフェ
　実施（25か所）

○

地域サロン活用の街かどケア
カフェについては、５か所の団
体と、新しく協定を締結すること
ができた。
その一方で、活動の終了を余
儀なくされる団体があった。

＜課題＞
新型コロナウイルスの感染状況に
より、地域サロン等の通いの場を
休止している団体があった。

＜対応策＞
担当者連絡会等の開催により、情
報の共有や意見交換を行い、再開
に向けて、できる支援を考える。

自立支援・介
護予防・重度
化防止

高齢者の社会参加・就労支援

　高齢者の約８割は要介護認定
を受けていない元気高齢者であ
る。
　「練馬区高齢者基礎調査」によ
ると、高齢者自身が高齢者だと思
う年齢は、４人に１人が「80歳以
上」と回答するなど、調査を重ね
るたびに年齢が高くなっており、
地域の支え手として、若々しい意
識を持った高齢者の様々な場面
での活躍が期待されている。
　元気で意欲のある高齢者が生
きがいを持って積極的に社会参
加できるよう、高齢者が地域活動
等で活躍できる仕組みを整備す
る必要がある。
　高齢者の趣味や特技を活かし
た地域活動を応援する「はつらつ
シニア活躍応援塾」を実施し、高
齢者が地域で活躍できる場の充
実を図る。

○はつらつシニア活躍応援塾
（元気高齢者の社会参加の促進と活
躍の場づくり）

実施

毎年度年２回（９月末の中間時
点、年度末時点）計画の進捗を
把握。実績を踏まえた課題と対
応策の考察を踏まえ、事業の達
成度や進捗を自己評価。

〇修了者
　・対面方式　46名
　・オンライン 19名

〇修了者を対象とした
　 講師お試し教室　30回

◎

コロナ禍でもより多くの応募者
が受講できるように、オンライン
聴講を実施し、修了者が合計
65名に達する等、目標を達成し
た。
修了者の活躍の場として、はつ
らつセンターや敬老館の講座・
教室で、講師として活躍した。

＜課題＞
講座修了者の活躍の機会の提供
を増やしていくことが求められてい
る。

＜対応策＞
・講座終了後のフォローアップとし
て、はつらつセンターにおいて修了
者を受け入れ、模擬講座等を行う
など、修了者の育成を支援する仕
組みの導入を検討する。
・講座を依頼する施設側が求める
ニーズと、修了者の提供できる
ニーズのミスマッチを解消するた
め、受講者の選定方法を、これま
での抽選方法から選考方式に変更
することを検討する。
　また、応募要件に、「講師として活
動する際のテーマ（これまでの経
験・培った技術）」に関する作文を
追加し、選考材料の一つとすること
も併せて検討する。

令和４年度（年度末実績）第８期介護保険事業計画に記載の内容
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令和４年度（年度末実績）第８期介護保険事業計画に記載の内容

自立支援・介
護予防・重度
化防止

介護予防・健康づくり

　高齢者が抱える多様な健康課
題に対応するため、区が保有す
る医療・健診・介護等のデータを
活用し、区に配置する高齢者保
健指導専門員と地域包括支援セ
ンターが連携して、高齢者の健康
について総合的な支援を行う「高
齢者みんな健康プロジェクト」を実
施する。高齢者保健指導専門員
が、個別訪問や、教室事業等の
案内など、高齢者一人ひとりの状
態に応じた支援を行う。
　「練馬区高齢者基礎調査」によ
ると、介護予防活動に取り組んで
いない方のうち、４割以上の方は
介護予防活動に「取り組みたい」
と回答している。「高齢者みんな
健康プロジェクト」を通じて、介護
予防やフレイル予防の普及啓発
を含む健康づくりや介護予防・フ
レイル予防の取組を進める。

○「高齢者みんな健康プロジェクト」
の実施
（より実効性の高い健康づくりと介護
予防・フレイル予防の推進）

実施

毎年度年２回（９月末の中間時
点、年度末時点）計画の進捗を
把握。実績を踏まえた課題と対
応策の考察を踏まえ、事業の達
成度や進捗を自己評価。

個別訪問事業
・後期高齢者糖尿病重症化予防
事業
　訪問支援者数　28人
・フレイル予防訪問相談事業
　訪問支援者数　65人
・健診未受診者等訪問（ひとり暮
らし高齢者等訪問支援に同行訪
問）
　訪問支援者数　142人

講座・教室事業の開催
　実施回数　  195回
　参加者数　1,904人

◎

【アウトプット評価】
個別訪問事業の訪問件数およ
び講座・教室事業の参加者数
は、共に、開始前に想定した人
数を上回った。

【アウトカム評価】
・後期高齢者糖尿病重症化予
防事業では、介入した28人中
10人が介入前後にアンケート
調査に回答。70.0％が主観的
健康観が向上し、40.0％が心
の健康状態の改善が見られ
た。また、未治療者・治療中断
者の減少と、8人において生活
習慣の改善が見られた。
・フレイル予防訪問相談事業で
は、訪問した65人中43人が介
入前後にアンケート調査に回
答。41.9％が主観的健康観が
向上し、16.3％が心の健康状
態の改善が見られた。
・健診未受診者等訪問では、介
入した142人のうち、12人
（8.5％）が健康診査を受けた。
・講座・教室事業では、アン
ケート結果より、どの事業も理
解度および満足度が９割を超
える結果となった。

＜課題＞
健診未受診者等訪問は、高齢者実
態調査の回答者を対象としている
ため、未回答者への対応も必要。

＜対応策＞
高齢者実態調査の未回答者かつ
健診未受診者等を対象とした個別
訪問を検討。

自立支援・介
護予防・重度
化防止

地域ケア会議の充実

　介護が必要な状態になっても、
高齢者が生活の質を向上してい
けるよう、リハビリテーション専門
職や保健師等、多職種協働によ
り個別のケアプランを検証する地
域ケア予防会議等を通じて、自立
支援・重度化防止に向けたケアマ
ネジメントを推進している。
　地域包括支援センター単位で自
立支援の検討を行う「地域ケア予
防会議」、各センター区域内で課
題を共有する「地域ケアセンター
会議」を開催し、「地域ケア圏域会
議」では、総合福祉事務所を中心
に地域課題の把握等を進め、区
全体の施策形成につなげてい
る。
　地域包括ケアシステムの確立に
向け、地域包括支援センターを中
心とにした身近な地域での高齢
者支援を強化していく必要があ
る。

○地域ケア会議の開催
（自立支援・重度化防止に関する普
及啓発とケアマネジメントの推進）

実施

毎年度年２回（９月末の中間時
点、年度末時点）計画の進捗を
把握。実績を踏まえた課題と対
応策の考察を踏まえ、事業の達
成度や進捗を自己評価。

地域ケア推進会議 ２回
地域ケア圏域会議 ８回
地域ケア個別会議 332回
地域ケア予防会議 50回
地域ケアセンター会議 53回

○
会議参加人数の制限や一部書
面開催となったものの、既定の
会議を開催することができた。

＜課題＞
新型コロナウイルスの感染状況に
より、参集が困難な時期があった。

＜対応策＞
参集が困難な場合は書面開催、参
集が可能な場合でも人数を制限す
る等、状況に応じた会議開催を
行った。
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給付適正化 要介護認定の適正化

　要介護認定者数の増加を見据
えて、適正・公正・迅速に要介護
認定を実施する必要がある。
　全自治体の認定までのプロセス
やその結果をまとめた業務分析
データを活用して、区の要介護認
定の現状を把握し、要介護認定
の判定に影響が出やすい項目
や、全国平均との差が生じている
項目について情報共有するため
に、認定調査員や審査会委員に
対して研修等を行うとともに、迅
速に認定調査を行えるよう体制を
整備する必要がある。認定審査
会の簡素化についても効果・検証
を行っていく。

○要介護認定の適正化

・全国一律の基準に基づいた要介
護認定となるよう、認定調査と認
定審査の平準化に取り組む。
・要介護認定の申請から判定まで
を迅速に行う体制を整え、要介護
認定を遅滞なく実施する。

毎年度末、計画の進捗を把握。
実績を踏まえた課題と対応策の
考察を踏まえ、事業の達成度や
進捗を自己評価。

【認定調査】
・新規研修：座学研修後フォロー
アップ（経験のある調査員による
同行調査や調査票の個別点検
等）を実施した。
・現任研修：業務分析データによ
り区の認定調査の傾向を提示し、
一時判定に影響が出やすい項目
の定義の再確認した。
【認定審査】
・作成した介護認定審査会進行ガ
イドを活用して介護認定審査会の
運営の標準化を図った。
・作成した「不安定の指標」を活用
して、状態の維持・改善可能性に
係る審査判定の平準化を図った。
【要介護認定の迅速化】
・申請から判定までの事務を迅速
に進めるため、内部事務の業務
委託内容を拡大した。また、認定
調査の委託を拡大した。

○

【認定調査】
・研修により一定水準を満たす
調査員の育成に努めたが、全
国平均との差が生じている項
目がある。
【認定審査】
・現任研修において進行ガイド
を活用し、審査判定のステップ
について審査会委員の理解を
図った。
・「不安定の指標」の検討によ
り、状態の維持・改善可能性に
かかる審査判定のステップに
ついて再度確認した。
・技術的助言において、「文書
による技術的助言を要する事
項が認められない」との評価を
得た。
【要介護認定の迅速化】
・業務委託内容の拡大により申
請から判定までの事務を整理
できた。

＜課題＞
【認定調査】
・認定調査の更なる平準化のため、研
修を継続して行う必要がある。
【認定審査】
・研修等により、審査・判定の判断基準
の更なる平準化および審査会運営の
標準化が必要である。
【要介護認定の迅速化】
・要介護認定者数の増加に対応するた
めに、さらに事務の効率化および体制
の強化が必要である。

＜対応策＞
【認定調査】
・認定調査員に対し、区の認定調査の
傾向の更なる周知と研修を実施する。
【認定審査】
・認定調査の定義の理解を図り、一次
判定の修正・確定の精度を高める。
・進行ガイドを改定（事務局の関与も含
める）し、介護認定審査会の運営の標
準化を図る。
・合議体毎の審査判定の状況を確認・
分析し、平準化を進める。
【要介護認定の迅速化】
・申請から判定までの流れ（委託内容
も含む）を再度整理し、Web審査会シス
テムの導入など事務の効率化を進め
る。
・認定調査の委託拡充を含め、認定調
査の担い手の確保と育成に努める。

給付適正化 ケアプラン点検

　介護サービスが適正に提供され
るよう、利用者の心身の状況に応
じた適切なケアプランが作成され
ているかを確認し、助言・指導を
行う必要がある。
　国保連合会から提供される情報
等を活用して、点検の対象とする
ケアプランを抽出し、訪問、面談、
書面による点検方法を組み合わ
せて、効果的・計画的に点検を実
施する。
　点検結果について、集団指導等
を活用してケアマネジャー全体へ
周知し、自立支援に資するケアマ
ネジメントについて区の考え方を
共有する。

○ケアプラン点検

ケアプラン点検を通して、自立支
援に資する適切なケアプランと
なっているかケアマネジャーと確
認し、自立支援に資するケアマネ
ジメントの考え方を区と共有できる
ようケアマネジャーを支援する。

毎年度末、計画の進捗を把握。
実績を踏まえた課題と対応策の
考察を踏まえ、事業の達成度や
進捗を自己評価。

「保険者と介護支援専門員が共
に行うケアマネジメントの質の向
上ガイドラインを活用したケアプラ
ン点検」において、地域包括支援
センターの主任介護支援専門員
と協力してケアプラン点検を実施
した。

◎

地域包括支援センターや地域
の主任介護支援専門員と共
に、自立支援に資する適切な
プランについて考える機会を設
けることができた。
また、介護給付実績を活用し点
検対象を抽出することで、効率
的にケアプラン点検が実施でき
た。

＜課題＞
協力者となる事例提供の主任介護
支援専門員の確保

＜対応策＞
・ケアマネジャー向けの研修等の
場で、事業の周知を行う。
・主任介護支援専門員を対象に説
明会を実施し、協力者である主任
介護支援専門員の要件、協力内容
の周知等を図る。
・協力者の要件の一つに、「保険者
と介護支援専門員が共に行うケア
マネジメントの質の向上ガイドライ
ンを活用したケアプラン点検」に事
例提供を行った者という要件があ
るため、計画的に点検を実施す
る。

給付適正化 住宅改修・福祉用具

　利用者の身体の状態に応じた
必要かつ適切な住宅改修や福祉
用具の利用となるよう点検を行う
必要がある。
　住宅改修の申請時に、工事の
内容や必要性について書類点検
を行うほか、訪問調査による実態
確認も行い、訪問調査に合わせ
て福祉用具の利用状況も確認す
る。点検・調査は、専門知識を有
する法人に委託して行うことで専
門性を確保する。

○住宅改修・福祉用具

利用者の身体状況や生活環境を
踏まえた、必要かつ適切な住宅改
修や福祉用具の利用を進めるた
め、専門性を持った効果的な点
検・調査を実施する。

毎年度末、計画の進捗を把握。
実績を踏まえた課題と対応策の
考察を踏まえ、事業の達成度や
進捗を自己評価。

福祉住環境コーディネーター、建
築士、理学療法士等の資格を
持った者が所属しているNPO法
人に、住宅改修申請書類の審査・
訪問、福祉用具貸与点検を委託
により実施し、これらに基づき事
業者等への指導・助言を実施し
た。

○

施工業者およびケアマネ
ジャーへの指導・助言を実施で
きた。
実績を踏まえた課題抽出・分析
が不十分であった。

＜課題＞
課題抽出と分析。

＜対応策＞
審査等を委託しているNPO法人と
課題抽出・分析の方法を検討して
いく。



区分 テーマ（キーワード） 現状と課題
第８期における
具体的な取組

目標
（事業内容、指標等）

目標の評価方法 実施内容
自己評価

結果
自己評価

内容
課題と対応策

令和４年度（年度末実績）第８期介護保険事業計画に記載の内容

給付適正化 縦覧点検・医療情報との突合

　適正な介護サービスの利用と提
供の方法について介護事業者に
情報を提供し、不適切なサービス
利用を防ぎ、介護報酬請求の適
正化に取り組み、制度の安定性
を高めていく必要がある。
　複数月にまたがる介護報酬の
支払い状況の点検、医療保険と
介護保険の給付情報との突合を
行い、事業者に対して適正な報酬
請求を促していく。
　点検の結果、請求誤りの可能性
が高い事業所には確認を行い、
介護報酬の算定方法について正
しい理解を促し、請求誤りを未然
に防止するとともに、必要に応じ
て請求の取り下げを求める。

○縦覧点検・医療情報との突合
国保連合会から提供される帳票に
基づき、毎月、縦覧点検および医
療情報との突合を実施する。

毎年度末、計画の進捗を把握。
実績を踏まえた課題と対応策の
考察を踏まえ、事業の達成度や
進捗を自己評価。

５つの帳票（①居宅介護支援費
縦覧チェック一覧 （縦覧関係連絡
表（計画費）※年度途中より帳票
名変更））②入退所を繰り返す受
給者縦覧一覧表 ③月途中要介
護状態変更受給者一覧表 ④居
宅介護支援再請求等状況一覧表
⑤独自報酬算定事業所一覧表）
の全件点検を行った。さらに、要
介護認定有効期間の半数を超え
る短期入所受給者一覧表につい
て関連部署と連携し、実地指導時
の点検の一助とした。
また、医療給付の情報と介護給
付の突合を実施した。
いずれにおいても、結果を基に疑
義ある給付については、過誤申
立等で対応した。また、毎月の定
型業務に組み込み、職員が分担
して点検を実施する体制とした。

◎

請求誤りがあった場合につい
ては、事業者に対して介護報
酬の算定方法について正しい
理解および適正な報酬請求を
促すことができた。

＜課題＞
・職員の異動があった際も、点検業
務を着実に実施していける体制づ
くり。
・点検の効果が低い帳票について
は、点検を行っていない。

＜対応策＞
・これまでのノウハウ等を反映した
業務マニュアルを活用し、業務に
支障が出ないよう実施していく。
・帳票のさらなる活用のため、関連
部署等への働きかけや-、点検の
効果が高い帳票から点検の実施を
目指していく。

給付適正化 介護給付費通知

　適正な介護サービスの利用に
ついて区民に情報を提供し、不適
切なサービス利用を防ぎ、介護報
酬請求の適正化に取り組み、制
度の安定性を高めていく必要が
ある。
　適切なサービスの利用に向け
て、利用者自身が、自分の利用し
ているサービスや金額を確認でき
るよう、介護保険サービスの利用
状況を通知する。
　通知の見方やＱ＆Ａを記載した
文書を同封するとともに、利用者
が通知内容をより理解できるよ
う、ケアマネジャーや介護保険施
設に対して、利用者への説明協
力を求める。また、居宅介護支援
事業所にはアンケート調査を実施
し、内容の改善に活かしていく。

○介護給付費通知

介護給付費通知を受け取った利
用者が、自分の利用しているサー
ビス内容を確認できるよう、わかり
やすい通知を作成し送付する。

毎年度末、計画の進捗を把握。
実績を踏まえた課題と対応策の
考察を踏まえ、事業の達成度や
進捗を自己評価。

年２回（９月、翌１月）に実施した。
通知を送付する際の利用者から
の問い合わせ内容および居宅介
護支援事業者へのアンケート調
査結果等から、通知の内容を見
直し、次回の通知に反映させた。

○

予定どおり２回の通知を実施す
ることにより、利用者に対して
給付費用の適正化について周
知することができた。今後も通
知内容の見直しを継続する。

＜課題＞
１月の発送を行っているため、時期
的に確定申告と重複していること
から税法上の控除書類（医療費控
除）であるとの認識を持っている利
用者が多い。

＜対応策＞
今後も毎年実施していくことで、介
護給付費通知の目的を周知してい
く。

給付適正化 給付実績の活用

　給付実績を活用し、適正なサー
ビス提供と介護費用の効率化、
事業者の指導・育成を進めていく
必要がある。
　給付実績帳票については、不適
切な給付がないか点検を実施す
るほか、実地指導の資料として活
用する。
　保有する給付実績データを抽
出・加工して、効率的な実地指導
およびケアプラン点検等に役立て
ていく。

○給付実績の活用

国保連合会から提供される給付
実績帳票および保有する給付実
績データを用いて不適切な給付の
発見や、事業所への実地指導お
よびケアプラン点検等に活用す
る。

毎年度末、計画の進捗を把握。
実績を踏まえた課題と対応策の
考察を踏まえ、事業の達成度や
進捗を自己評価。

実地指導対象事業所を抽出する
際等の一助として、６つの帳票
（①居宅介護支援請求状況一覧
表、②通所サービス請求状況一
覧表、③運営基準減算状態の状
況把握表、④定員超過・人員基
準欠如状態の継続表⑤支給限度
額一定割合超一覧表⑥支給限度
額一定割合超支援事業所におけ
る対象サービス利用者一覧表）の
活用を促進し、結果を基に疑義あ
る給付については、過誤申立等
で対応した。また、給付実績デー
タを加工して、実地指導の資料と
して活用するため関連部署に提
供した。

◎

不適切な疑いのある事業所を
把握し、実地指導の選定や指
導の一助となるよう、必要な給
付実績活用の働きかけが実践
できた。

＜課題＞
・給付実績活用帳票については、
縦覧点検帳票等とは異なり、不適
正と直ちに指摘できる内容ではな
く、直接過誤につながるもの、即座
に実地指導につながるものは少な
い。

＜対応策＞
・国保連から送付される給付実績
活用帳票に加えて、給付実績デー
タそのものを抽出・加工・分析して、
関連部署を含め、給付適正化のさ
らなる活用方法について検討す
る。
・マニュアルの活用や研修の機会
を捉えて、知識を深めていく。


